
職員の「マスク着用」について

3月13日からマスク着用について、個人の判断が尊重されます

〇役場では、職員の事務室内でのマスク着用を3月13日から
以下の通りとさせていただきますので理解願います。

①窓口での対応・来客時は、マスクを着用
させていただきます。

②窓口以外でのマスク着用は職員個々の
判断に基づきます。

③高齢者等重症化リスクの高い方々と接
する機会が多い場所ではマスクを着用
します。

標茶町感染症危機管理対策本部

〇来庁される方のマスクの着用は個人の判断に基づきます。

『さまざまな理由から「マスクが必要な方」 ・「マスクを着用
できない方」がいらっしゃいます。思いやりのある行動をお
願いします。』


